
【
医
療
費
助
成
受
給
対
象
者
】

　

重
度
心
身
障
が
い
者
の
方
、
ひ

と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
と
親
、

ま
た
は
養
育
者
、
乳
幼
児
等
の
お

子
さ
ま
に
つ
い
て
は
、
病
気
や
け

が
で
病
院
に
か
か
っ
た
時
に
は
、

町
か
ら
医
療
費
の
一
部
が
助
成
さ

れ
ま
す
。

※
世
帯
の
所
得
状
況
に
よ
り
助
成

が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。

【
受
給
方
法
】

　

こ
の
助
成
を
受
け
る
に
は
、
役

場
か
ら
交
付
さ
れ
る
「
医
療
費
受

給
者
証
」
を
医
療
機
関
に
受
診
す

る
際
、
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

⑴
医
療
費
受
給
者
証
が
届
い
た
場

　

合

　

今
回
、
今
年
7
月
末
現
在
で
助

成
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
8
月
1
日
よ
り
使
用
で
き
る

新
し
い
「
医
療
費
受
給
者
証
」
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
お
手
元

に
届
い
て
い
る
方
は
特
に
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ

の
ま
ま
お
使
い
く
だ
さ
い
。

⑵
助
成
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る

　

方
で
「
医
療
費
受
給
者
証
」
が
届

　

い
て
い
な
い
方

　

役
場
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保

険
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

助
成
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、

本
人
に
よ
る
申
請
が
必
要
で
す
。

次
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
現
在
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

　

証
・
印
鑑

・
八
雲
町
へ
転
入
さ
れ
た
方
な
ど

は
、
転
入
前
の
市
区
町
村
の
所

得
証
明
書
（
所
得
額
・
課
税
額

の
わ
か
る
も
の
）

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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【
第
三
者
行
為
で
け
が
を
し
た
！

こ
ん
な
時
は
？
】

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
他

人
（
第
三
者
）
の
行
為
に
よ
っ
て

け
が
を
し
た
場
合
で
も
、
国
保
・

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
を

使
っ
て
病
院
に
か
か
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
ら
、

小
さ
な
事
で
も
必
ず
、
警
察
に
届

け
出
る
と
同
時
に
、
国
保
担
当
に

も
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。
単
独

の
交
通
事
故
な
ど
相
手
の
い
な
い

け
が
の
場
合
も
同
様
で
す
。

　

ま
た
、
事
故
の
際
に
、
相
手
の

身
元
を
確
認
し
な
か
っ
た
り
す
る

と
、
後
か
ら
思
わ
ぬ
後
遺
症
や
障

が
い
が
発
生
し
て
も
損
害
賠
償
の

請
求
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
、
身
元
の
確
認
を

す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

【
医
療
費
は
相
手
が
負
担
？
】

 
 

交
通
事
故
な
ど
他
人
の
行
為
に

よ
り
け
が
を
し
た
場
合
、
そ
の
医

療
費
は
、
自
分
に
過
失
の
な
い
限

り
、
原
則
、
相
手
が
全
額
負
担
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
（
実
際

に
は
相
手
の
加
入
し
て
い
る
損
害

保
険
会
社
）
。
そ
の
た
め
、
国
保

が
保
険
給
付
し
た
費
用
を
加
害
者

に
対
し
て
請
求
す
る
際
に
「
第
三

者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
が
必
要

で
す
。
速
や
か
に
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
仕
事
中
の
け
が
は
？
】

　

交
通
事
故
で
も
仕
事
中
の
け
が

（
通
勤
途
中
を
含
む
）
の
場
合
、

労
災
保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
保

険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の

場
合
は
、
職
場
の
担
当
者
へ
連
絡

し
、
指
示
に
従
い
病
院
に
か
か
っ

て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
！　

示
談
は
慎
重
に
】

　

示
談
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

相
手
に
対
し
て
、
今
後
、
一
切
の

損
害
賠
償
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ

と
で
す
。
示
談
を
し
た
ら
、
そ
の

後
に
当
該
事
故
に
よ
る
治
療
を
受

け
た
場
合
は
、
国
保
・
後
期
高
齢

者
医
療
の
保
険
給
付
額
（
7
〜
9

割
）
は
、
相
手
で
は
な
く
、
本
人
に

請
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。
示
談
を

結
ぶ
前
に
は
、
一
度
、
国
保
担
当

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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サ
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交
通
事
故
な
ど
が
原
因
で
病
院
に
か
か
る

と
き
は
〜
第
三
者
行
為
に
つ
い
て
〜

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
他
人
の
行
為
で
け
が
を
し
た
！

医
療
費
受
給
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
し
た

　

交
通
事
故
や
け
が
、
脳
卒
中
な

ど
で
脳
に
損
傷
を
受
け
る
と
、
記

憶
力
や
注
意
力
の
低
下
、
言
語
な

ど
に
障
が
い
を
持
ち
、
日
常
生
活

に
支
障
を
き
た
す
「
高
次
脳
機
能

障
が
い
」
と
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
見
た
目
に
は
わ
か
り
に
く

い
た
め
、
周
囲
の
理
解
を
得
る
こ

と
が
難
し
く
、
以
前
と
の
変
化
に

家
族
や
周
囲
の
方
が
対
応
に
戸
惑

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
本
人
や
ご
家
族
、支
援
関
係
者

を
対
象
に
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】
高
次
脳
機
能
障
が

い
、
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
方
、

家
族
、
支
援
者

①
せ
た
な
町
開
催

【
日
時
】
8
月
28

日
（
月
）

　

午
後
1
時
30

分
〜
3
時

【
場
所
】
せ
た
な
町
健
康
セ
ン
タ
ー

　

（
せ
た
な
町
北
檜
山
区
徳
島
63

│
1
）

②
八
雲
町
開
催

【
日
時
】
9
月
4
日
（
月
）

　

午
後
1
時
30

分
〜
3
時

【
場
所
】
北
海
道
八
雲
保
健
所

【
後
援
】
北
海
道
八
雲
保
健
所

【
主
催
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

脳
外
傷
友
の
会
コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル

道
南
支
部

　

☎
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1
8
8

「
脳
に
損
傷
を
受
け
た
当
事

者
や
家
族
の
悩
み
を
聴
く

2
0
1
7
年
相
談
会
」
開
催
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